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大蔵・厚生・自治3大臣合意

1　見直しの基本方向

〇　高齢者の保健福祉サービスについては，これま

で，「高齢者保健福祉推進10か年戦略」(平成元年

12月大蔵・厚生・自治3大臣合意)に基づき着実

にその推進を図ってきたところであるが，昨年度，

全国の地方公共団体において策定された地方老人

保健福祉計画において，現行の高齢者保健福祉推

進10か年戦略を大幅に上回る高齢者保健福祉サー

ビス整備の必要性が明らかになったことや，高齢

者保健福祉推進10か年戦略策定以降，各種高齢者

保健福祉施策の整備充実が図られてきたこと等を

踏まえ，現行の高齢者保健福祉推進10か年戦略を

全面的に見直し，高齢者介護対策の更なる充実を

図ることとする。

○　見直しに当たっては，高齢者介護対策の緊急性

に鑑み，地域のニーズを踏まえて当面緊急に行な

うべき各種高齢者介護サービス基盤の整備目標の

引き上げ等を行なうとともに，今後取り組むべき

高齢者介護サービス基盤の整備に関する施策の基

本的枠組みを新たに策定し，平成11年度までの間

において，財源の確保に配意しつつ，具体的施策

の実施を図ることとする。

○　平成7年度以降平成11年度までの総事業量は，

現行高齢者保健福祉推進10か年戦略に係る部分を

含め，9兆円を上回る規模のものとする。

2　平成7年度予算編成に際しての対応

〇　地方公共団体は，既に各老人保健福祉計画に基

づいた施策を実施していることから，平成7年度

予算編成に際しては，上記1を踏まえ，特に緊急

度の高い施策を先行的・重点的に実施し，地域の

ニーズに応えることとする。

〇　具体的には，地方老人保健福祉計画に示された

各市町村における必要サービス量を踏まえ，ホー

ムヘルパー，ショートステイ，デイサービスセン

ター及び特別養護老人ホームについて必要な整備

量の積み増しを行なうとともに，ホームヘルプサ

ービスの24時間サービスの実施，特別養護老人ホ

ームにおける居室面積の拡大等当面緊急に措置す

べき施策を実施する。

○　このため，平成7年度予算編成に際して，今次

税制改革における措置を含め，全体として公費約

1960億円（うち国費約980億円）の財源を追加的に

措置（平成6年度補正予算による措置を含む）す

ることとする。

3　今後の税制改革等との関連

○　高齢者介護対策に関しては，今次税制改革にお

いて一定の財源措置がなされたところであるが，

高齢者介護サービス基盤整備の着実な推進につい

ては，今次税制改革の趣旨を踏まえ，消費税率及

び地方消費税率の見直しに関連して行なわれる社

会保障等に要する費用の確保についての検討の中
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◎高齢者保健福祉推進10か年戦略の見直しについて

で，財源の確保を含め改めて検討を行なうことと　　　　できる介護サービスの実現を図る観点から，新し

する。

○　また，より効率的で国民誰もがスムースに利用

別紙1

い公的介護システムの創設を含めた総合的な高齢

者介護対策の検討を進める。

当面緊急に行なうべき高齢者介護サービス基盤の整備目標の引き上げ等

（平成11年度末までの当面の整備目標）

（1）在宅サービス

ホームヘルパー

（ホームヘルパーステーション

ショートステイ

デイサービス／デイケア

在宅介護支援センター

老人訪問看護ステーション

（2）施設サービス

別紙2

現　行　　見直し後

10万人　17万人

1万か所）

5万床　　6万人分

1万か所1．7万か所

1万か所　1万か所

5000か所

現　行　　見直し後

特別養護老人ホーム

老人保健施設

高齢者生活福祉センター

ケアハウス

（3）マンパワーの養成確保

寮母・介護職員

看護職員等

OT．PT

24万床　　29万人分

28万床　　28万人分

400か所　400か所

10万人　10万人分

現　行　　見直し後

20万人

10万人

1・5万人

今後取り組むべき高齢者介護サービス基盤の整備に関する施策の基本的枠組み

く基本理念〉

全ての高齢者が心身の障害をもつ場合でも尊厳を保ち，自立して高齢期を過ごすことのできる社会を実現

していくため，高齢期最大の不安要因である介護について，介護サービスを必要とする人誰もが，自立に

必要なサービスを身近に手に入れることのできる体制を構築する。

i　利用者本位・自立支援

個々人の意思を尊重した利用者本位の質の高いサービス提供を通じ，高齢者の自立を支援する。

ii普遍主義

支援を必要とする高齢者に対して，必要なサービスを提供する。

iii総合的サービスの提供

在宅ケアを基本に，保健・医療．福祉を通じ高齢者の多様なニーズに的確に応えることのできる効率的・

総合的サービスを提供する。

iv　地域主義

市町村を基本に，住民に最も身近な地域において必要なサービスをきめ細かく提供できる体制づくりを

行う。

く施策の目標〉

97



Ⅰ　高齢者介護サービス基盤の総合的整備

1地域における高齢者介護サービスの充実

（1）在宅サービス

①　ホームヘルプサービスについて，休日を含めた

24時間対応ヘルパー（巡回型）の普及を図る。

②　ショートステイの計画利用の普及など利用の一

層の弾力化を図るととしもに，老人保健施設の短期

利用（短期入所ケア）の促進を図る。

③　デイサービスセンターの設置用件を緩和し，小

規模デイサービスセンター等の設置を促進する。

④　在宅サービスの複合化・ネットワーク化等を進

めるとともに，保健福祉サービス情報提供支援シ

ステムの普及等により，在宅介護支援センターの

総合相談・ケアマネジメント機能の強化を図る。

⑤　寝たきり老人在宅総合診療料の普及などかかり

つけ医の充実強化を図り，在宅医療を推進する。

⑥　在宅福祉事業者に係る規制を緩和し，実施主体

の拡大を図る。

⑦　在宅・施設を通じ，利用者の立場に立ったサー

ビスの質の評価を実施するとともに，高齢者に対

して適切なケアを提供するため，個々の高齢者に

対してケアプランを策定することを推進する。

（2）施設サービス

①　老人の心身特性にふさわしい充実した療養環境

と介護力を整えた老人病棟の整備を推進する。

②　特別養護老人ホームにおける基準面横の拡大（個

室化の推進）や老人病棟における食堂・談話室の

整備など，施設・病院における療養環境の改善を

推進し，高齢者の生活の継続性を尊重した施設環

境の整備を推進する。

③　介護機器など福祉用具の積極的導入による施設

機能の近代化，自立支援機能の強化を推進する。

④　小規模特別養護老人ホームの整備等都市部にお

ける施設整備促進のための支援策を講じる。

⑤　保育所・老人福祉センター・市町村保健センタ

ー等他の保健福祉施設や地域の公共施設との複合

的整備，余裕教室の活用等を推進する。

⑥　国立病院・療養所の再編成に伴う土地・建物を

老人保健施設等の整備に活用する。

2　要援護高齢者の自立支援施策の総
合的実施

（1）「新寝たきり老人ゼロ作戦」の展開

①　寝たきりを予防し，高齢者の自立を積極的に支

援する観点から，地域におけるリハビリテーショ

ン実施体制の強化を図る。

このため，市町村保健センターを中心に地域リ

ハビリテーション事業を推進する。

②　脳卒中，骨折等の予防のための保健事業の充実

を図る。

③　地域における高齢者保健サービスの展開拠点と

して，市町村保健センターの整備を推進する。

④　地域において寝たきり老人の予防・在宅療養指

導，痴呆性老人の在宅療養指導等を担うマンパワ

ーとして，市町村保健婦の確保を図る。

（2）健康自立支援事業の実施

高齢者が積極的な高齢期を過ごすための健康自立

支援事業を展開する。

（3）配食サービス・緊急通報システムの推進

在宅の虚弱老人を対象とした配食サービス事業・

在宅の一人暮らし老人を対象とした緊急通報システ

ムの普及を図る。

3　痴呆性老人対策の総合的実施

（1）知識の普及・啓発・相談・情報提供体制の整備

①　痴呆に関する知識普及を進める。

②　在宅介護支援センター・老人性痴呆疾患センタ

ー・市町村保健センター等地域における相談機関

相互の連携を強化する。

③　老人性痴呆疾患センターへの整備を推進する。

（2）発症予防，早期発見・早期対応

かかりつけ医や保健婦，介護職員等を対象とした

痴呆研修を実施し，痴呆の予防，早期発見・早期対

応の体制を確立する。

（3）痴呆性老人の治療・ケアの充実

①　既存の高齢者保健医療福祉サービスにおける痴

呆性老人の受け入れ等を一層促進する。
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②　痴呆性老人専門デイサービス・デイケア施設の

整備を推進する。

③　老人保健施設における痴呆専門病棟等の整備を

推進する。

④　老人性痴呆疾患治療病棟・療養病棟の整備を推

進する。

⑤　小規模な共同生活の場（グループホーム）や身

近な場での小規模デイサービスなど在宅を基盤と

したケアサービスの充実を図る。

（4）痴呆に関する治療法の確立・調査研究の推進

①　痴呆性老人の実態把握を進めるとともに，長寿

科学研究の一環として，痴呆の本態解明，治療法

◎高齢者保健福祉推進10か年戦略の見直しについて

の確立等のための調査研究を推進する。

②　痴呆性老人のケア手法・処遇技術の開発を進め

る。

（5）痴呆性老人の権利擁護

法制面での対応を含め，痴呆性老人の権利擁護の

ためのシステムを検討する。

4　高齢者の社会参加・生きがい対策の推進

「高齢者の生きがいと健康づくり推進事業」の効

果的実施を図るとともに，老人クラブ活動の支援等

を通じ高齢者の社会参加を推進する。

Ⅱ 介護基盤整備のための支援施策の総合的実施

1　高齢者介護マンパワーの養成・確保
対策の推進

（1）養成施設の整備

OT・PT養成施設，介護福祉士養成施設及び看護

婦養成所における在宅看護教育施設の整備を推進す

る。

（2）資質の向上・研修体制の整備

ホームヘルパー養成研修，新任施設職員研修及び

訪問看護婦従事者養成研修の充実を図るとともに，

在宅医療支援研修センターの整備を推進する。

（3）良質な人材確保のための職場環境の整備

業務の省力化・勤務時間の短縮・福利厚生の充実

による保健福祉関係職員の職場環境の整備を進め，

良質な人材の安定的確保を図る。

2　福祉用具の開発・普及の推進

（1）福祉用具の研究開発の促進

高齢者・障害者の自立の促進と介護者の負担の軽

減を図る観点から，福祉用具の研究開発を促進する。

このため，長寿社会福祉基金の運用益による研究

開発支援を行うとともに，国においても，国立身体

障害者リハビリテーションセンターにおける介護機

器等研究事業の推進を図る。

（2）福祉用具の普及促進
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①　福祉用具の普及促進を図るため，介護実習・普

及センターを全国59カ所に整備するとともに，福

祉用具の相談・情報提供．展示等の事業を推進す

る。

②　在宅要介護者の自立を支援する観点から日常生

活用具給付等事業を抜本的に見直し，自立支援を

必要とする全ての高齢者が個々のニーズに見合っ

た適切な福祉用具を選択することのできるシステ

ムを構築する。

③　施設・病院における介護業務の省力化などを通

じた施設機能の近代化やリハビリテーションの充

実等による入所者の自立支援機能を進めていくた

め，施設・病院への福祉用具の積極的導入を図る。

3　国民に利用しやすいサービス提供体
制の総合的整備

市町村が行なうべき住民への高齢者関連総合情報

の提供について，在宅介護支援センター等を中心と

してその具体的展開を図る。このため，在宅介護支

援センターの整備を図るとともにその情報提供機能

を充実強化する。

また，在宅保健サービスの利用状況や，サービス

利用者の状況等を検索する，より実用的なシステム

の開発を進める。



4　民間サービスの活用等サービス供給

の多様化・弾力化

（1）多様化し増大する高齢者の介護サービスニーズ

に対応し，利用者の選択による自由なサービス利

用を推進していくとともに，健全な競争を通じた

効率的かつ良質な介護サービスの供給を推進する

ため，公的サービスに加え，民間サービスの積極

的活用によるサービス供給の多様化・弾力化を推

進する。

このため，

①　介護サービスの実施主体に関する規制の緩和

②　優良民間事業者への事業委託の推進

等を進める。

（2）民間サービスの質を確保する観点から，シルバ

ーマーク制度の普及等サービス評価体制の確立を

図る。

5　長寿科学研究の総合的推進

基礎分野から予防法・治療法の開発，看護・介護

分野，さらには社会科学分野までの総合的な長寿科

学に関するプロジェクト研究を実施する。

6　住宅対策・まちづくりの推進

（1）高齢者．障害者に配慮した住宅の整備

①　ケアハウスや高齢者向け公共賃貸住宅の整備を

推進する。

②　小規模ケアハウスの整備促進等都市部における

ケアハウス整備促進のための支援策を講じる。

③　高齢者・障害者に配慮した民間住宅の整備促進

を図るため，住宅の新築・増改築に対する政策融

資等の充実や集合住宅を含む高齢者・障害者に配

慮した住宅を供給する民間事業者に対する政策融

資等を実施する。

④　高齢者等に配慮した住宅マニュアル・住宅設計

指針を策定するとともに，リフォームヘルパー等

の増改築の専門家の充実を図る。

（2）生活支援機能の付加された高齢者向け住宅の整備

①　ホームヘルパーステーション・デイサービスセ

ンター等を付設したケアハウス（介護対応型ケア

ハウス）の整備を進める。

②　シルバーハウジングやシニア住宅の整備，公共

賃貸住宅とデイサービスセンターの一体的整備な

ど，住宅と在宅福祉サービスの連携による生活支

援機能の付加された住宅の整備を推進する。

（3）高齢者・障害者に配慮されたまちづくりの推進

①　「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事

業」の一層の推進を図る。

②　民間事業者による老後の保健及び福祉のための

総合的施設の整備を促進する。

③　公共的建築物や道路など公共的空間のバリアフ

リー化を推進するなど，高齢者・障害者にも住み

よいまちづくりを進める。

7　ボランティア活動・福祉教育・市民
参加の推進

（1）ボランティア活動・福祉教育の推進

ボランティア活動を支援するボランティアセンタ

ー事業の充実を図るとともに，地域福祉センター等

拠点施設の整備を進める。

また，学童・生徒のボランティア活動の一層の推

進を図る。

（2）市民参加の推進

国民誰もが介護に関する実践的な知識・技術を身

につけていくための施策の充実を図る。

〈施策の実施〉

これらの目標を具体化するために，国，都道府県，

市町村等がそれぞれの役割を踏まえ，適切に事業を

実施するとともに，地方公共団体が地域の特性に応

じて自主的に行なう高齢者介護施策を支援する。
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